
京都市域交通園における地域計画の論点整理

回E嬰E窪田霊童ヨ圏直E園
(1)京都市域交通園におけるタクシーの位置付け・役割

タクシーは、鉄道・パス等とともにわが国の地域公共交通を形成する重要な

公共交通機関であると位置付けられたところ、それにふさわしい役割を果た

すべきではないか。

この場合、地域公共交通機関として、

ア.何よりも安全・安心を最優先にしたサービスが望まれるのではないか。

イ.京都市域交通園が広範囲で、パス、鉄道網が発達している地域ゃそう

でない地域が存在する。地域の実情に応じた基本的な移動手段として

の役割が期待されるのではないか。

ウ.特に、地域に密着したドア・ツー・ドアの個別輸送、面的な機動性、

時間を選ぱず移動の自由度というパス・鉄道にはない特徴をもっ移動

手段として、いつでも、どこでも、誰もが利用できる、きめ細やかな

サービスの提供が期待されるのではないか。

エ.また、個別輸送形態のサービスであるという特徴を生かし、少子高齢

化社会への対応や地域の観光振興推進といった観点を含め、利用者及び

多様なニーズに対応したサービスの提供が期待されるのではないか。

オ.このように地域社会の変化に対応する役割が大いに期待され、また、

その責任(=供給責任)があるのではないか。

(2)タクシ一事業を巡る現状の分析・取組の方向性

①現状について、以下のような認識でよいか。

輸送需要はバブル崩壊後の低迷状態が続いており、その急激な回復が期待し

にくい状況にある一方で、輸送需要と供給車両数のバランスを取っていた需

給調整規制が平成 14年に撤廃された後は、車両数が増加してきた状況にあ

る。現在の車両数は、近畿運輸局が提示した適正と考えられる車両数と需離

が生じているヘ

*京都市域交通園の例:

21年9月末現在の車両数 6，828両

運輸局が提示した車両数 5，900-6，640両 (13.6%-2.8%) 

京都市域交通圏は小型車が主流であるが運賃は多彩で、初乗り運賃が640円

から 570円まで存在しているほか、遠距離割引も 43%の事業者が導入して

いる状況にある。また、燃料費が 16年から 20年にかけて 1.6倍に高勝し、
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コスト面の負担が増大した。

これらの状況により、事業者の経営状況は悪化しており、タクシーの実質的

な収益基盤は悪化している。

・運転者の労働環境は悪化している。平均賃金は他産業に比べて低い水準にあ

り、格差が拡大している。また、労働時間についても他産業の平均を大きく

上回っている。こうした状況では、運転者は安心して仕事に取り組めない、

結果として利用者の安全・安心の確保にも支障がで、かねないとの指摘もある。

こうした結果、運転者の平均年齢は約 57.5歳となっており、高齢化の進展

が著しい状況にある。

-事業者の違法・不適切な事業運営が多く見られる。特に、運転者の過労運転

や車両の安全性といった、安全に直結しうる事項の違反が多く、安全性を損

なうおそれが懸念される。

タクシー車両がJR京都駅北口及び南口といった鉄道駅周辺や繁華街に集

中する結果、乗場・待機スペース以外の道路上で待機するなど、一般車両の

通行に支障を来すなど、タクシーによる都市交通への影響も発生している。

利用者サービスについては、一定の改善はみられるものの、依然として乗車

拒否、運賃料金関係、接客態度など利用者からは問題視する声が聞かれる。

こうした問題は、利用者の多くが乗場や流しのタクシーを利用する傾向にあ

る中で、利用者にとってタクシーに関する情報が不足していることも相まっ

て、サービス水準により利用者がタクシーを選択しにくい状況にあることも

一因と推測される。

こうした状況において、事業者や事業者団体は、様々な取組を進めているが、

現段階では上記のようなタクシーの諸問題の抜本的な解決には至っておら

ず、タクシーの適正化・活性化のために、関係者が協力して更なる取組を進

めることが必要不可欠となっている。

②取組の方向性について、以下のような考え方を取るべきではないか。

供給過剰の状況について解消していくとともに、過度な運賃競争について対

策を講じていくこと、違法・不適切な事業運営を是正していくことにより、

事業者の経営環境及び運転者の労働環境の改善を図るとともに、都市交通問

題の解消を図る。

併せて、利用者に対するサービスの質の向上を図るとともに、サービス水準

によりタクシーを選択しやすい環境を構築する。

これらの措置を着実かつ迅速に進めることにより、サービスの提供主体であ

る事業者及び運転者にとっても、また、利用者及び地域にとっても地域公共

交通機関としてのタクシーの機能の回復・向上によるメリットを主観的・客
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観的に実感できるものとする。

その際、取組の方向性及び具体の取組方策とその効果について、タクシーの

現状と問題点と併せ、わかりやすく透明性を確保しつつ利用者・地域に情報

を提供し、理解を求めていくことが重要である。

園E璽盟-璽-軍医面画面函
(1)タクシーサービスの活性化

提供されるタクシーサービスの質を向上させること、また、利用者が良質な

サービスを選択しやすくなることにより、タクシーサービスに対する利用者

の満足度の向上を目指すことを目標としてはどうか。

(紛事業経営の活性化、効率化

タクシーサービスが将来にわたって利用者や地域のニーズに応えることが

できる状況となることを目指すこととしてはどうか。

・具体的には、事業者が事業継続に必要な適正な利潤を確保しうるような環境

整備を図るほか、事業者は、事業再構築、実働率の向上等による経営効率化、

コンブライアンスの徹底等を推進することを目標としてはどうか。

(3)運転者の労働条件の悪化の防止、改善・向上

・過労運転の防止の徹底を図りつつ、タクシ一事業の適正化・活性化を通じ賃

金水準を向上させること等により、運転者が誇りをもって働ける、また、若

年層にとっても魅力ある労働環境の構築を目指すことを目標としてはどう

か。

(4)安全性の確保

コンブライアンスの徹底による過労運転の防止の徹底等により、事故件数の

減少を目指すことを目標としてはどうか。

(5)交通問題、環境問題、都市問題の改善

・交通問題については、タクシーが原因となる交通渋滞、通行障害の解消を目

指すことを目標としてはどうか。

・環境問題については、環境にやさしい車両の導入を進めることを目標として

はどうか。具体的には、ハイブリッド車や低燃費LPG車の導入促進を目標

としてはどうか。

・都市問題については、タクシーが地域公共交通機関の一つであることを認識
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し、鉄道、パス等他の地域公共交通機関と連携した地域の総合交通ネットワ

ークの構築、街づくり・都市政策等と一体となったタクシーサービスの構築

を目指すことを目標としてはどうか。

(ω 供給輸送力の抑制

・運輸局が提示した適正と考えられる車両数にかんがみれば、現状において供

給過剰の状況にあることは明らかである(1. (2)①参照)。こうした状況を

踏まえ、関係者は、この供給過剰の状況の解消に向け努力することを目標と

してはどうか。

(7)過度な運賃競争への対策

タクシ一新法に関する国会議論や附帯決議、これに先立つ交通政策審議会の

場等において、過度な運賃競争が運転者の労働環境の悪化を招きひいては輸

送の安全を損なうおそれがある等、過度な運賃競争対策の必要性について議

論がなされたことを踏まえ、安全・安心の確保が最優先されるべきとの考え

に立ちつつ、運賃問題について適切な対応がとられることを協議会として注

視することとしてはどうか。

E .. ヨ腿þ~種岡!IIiI盟E園

1 .の現状、 2. の目標を踏まえ、様々な施策を講じるべきではないか。

※『様々な施策』の例

(資料3:特定特別監視地域におけるタクシ一事業構造改善計画)

-4・



京都の某中堅タクシー会社の運収等の推移

稼働者 賃金・ 実質 基本

平均水揚 一時金 賃率 運賃 爾後

1914年 259，111 134，813 52.04 200、210 50円

1915年 310，295 113，891 56.04 

1916年 314，657 180，320 51.31 

1917年 376，159 218，527 58.09 320 60円

1978年 311，260 222，264 58.92 

1919年 405，166 (但し、京都平均) 370 70円

1980年 412，830 248， 152 60.26 

1981年 424，573 259，116 61. 06 420 80円

1983/9~1984/8 423，463 (実働者) 8年間運改なし

1984/9~1985/8 430，411 ( 11 実質賃下げが相次ぐ

1985/9~1986/8 439，248 ( H (実質賃率の低下)

1981年 448，516 214，550 61. 2 女 古都税解決

1988年 477，552 293， 119 61. 4 

1989年 490，652 300， 765 61. 2 470 80円

1991年 512，065 312，638 61. 1 

1992年 515，884 316，356 61. 3 530 80円

1993年 494，336 302，289 61. 2 

※ MKの 10%(実験的)値下げ認可=今1993 年 12 月 1 日 ~94 年 3 月

1994年 502，672 309，251 61. 5 580 80円

1995年 505，733 311， 136 61. 5 

1996年 498，512 305，214 61. 5 

1997年 484，518 295，976 61. 0 640(96/12月) 80円

※ 96年 12月に京都市域の運賃値上げ認可、MKも値上げ、駒・ニ和は値上げせず、

結果としてMKグ、ループとの運賃格差は8%。

※ 97年 5月よりゾーン運賃制が導入。都が 9月に下限申請、認可。

1998年 431，084 259，902 60.2 女消費税増税・医療改悪

1999年 406，332 242，489 59. 7 

2000年 406，187 239，639 59.0 

2001年 388，253 227，622 58.6 

2002年 379，966 224，424 59.0 女タクシー自由化

2003年 368，459 217，632 59.0 

2004年 367，330 216， 192 58.9 

2005年 368，793 216，238 58.6 

2006年 383，426 224，980 58. 7 

2007年 388，359 228，421 58. 1 

2008年 357，658 207，233 57.54 



大 1990，...，95年の問、私たちの月間平均営収は 50万以上でした。

規制緩和が、タクシー労働者をワーキングプアに。

・ 2009年春闘方針抜粋・

90年代後半以降、財界・政府による「金融と労働のビッグパンJなどの規制緩和や社会

保障改悪と増税で、日本は「ノレールなき資本主義Jのもと、失業者と不安定雇用労働者が

急増しました。非正規雇用は労働者3人に 1人、女性と青年では二人に一人となり、年収

200万円以下のワーキングプアは労働者の4人に 1人となっています。

回 タクシー運賃の推移の概要 ・

① MKの10%(実験的)値下げ認可=今1993年 12月 1日--94年3月。それまで戦後「同

一地域同一運賃jが堅持+需給調整基準制度により万博以降「増車ストップ+新規参入ス

トップJ。

② 96年 12月に京都市域の運賃値上げ認可、 MKも値上げ、駒・三和は値上げせず、結

果としてMKグループとの運賃格差は8%097年5月よりゾーン運賃制が導入。都が9

月に下限申請、認可。

③ 2002年運賃の自由化 (10%ゾーン運賃制)と、増車・新規参入の規制撤廃。

④ 1990""'95年の間月間平均営収は50万以上。皆勤者平均は55万にも。

⑤ それは、 2年毎の運賃値上げ=運賃の適正化と f増車ストップ+新規参入ストップj

があったから。

⑥ 運賃の自由化 (10%ゾーン運賃制)と、増車・新規参入の規制撤廃により、 1997年以

降の極端な月間営収の下降線(前ページ参照のこと)。

⑦ 2008年現在上限運賃 49事業者 4449両(車両数比率 73.4%)、下限運賃 (570円) 7 

事業者346岡、 G運賃 (580円) 4事業者 1，321両。

③ 2002年の増車・新規参入の規制撤廃移行。新規参入は、 14事業者286台。ヤサカ 640

台が 1300台に。 MK550台が 880台に。

※ 2009年春闘要求書抜粋「三、 2009年 1月より神戸・阪神地区、奈良県地区において運

賃改定があり、和歌山に続き近畿においては増収効果となっています。とりわけ神戸・

阪神地区においては、明星労使が希求してきた運賃値上げ方式(1.8キロ 640円、爾後

も距離時間短縮)を実施しており、運賃値上げについても企業として積極的役割を果た

されること 0 ・・・略・・・J
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- 参考資料2 ・=東京交通新聞 2010年 1月18日付

国交省 タク下限割れ運賃、月内に結論

タクシー運賃の旧自動認可枠を下回る「下限割れj事業者の更新問題で、国土交通省は

月内にも認否に一定の判断を出すもようだ。タクシ一新法(特定地域タクシ一事業適正化・

活性化特別措置法)の新基準に照らし、現時点で初乗り 500円の大阪・ワンコイング、ル

ープなど審査中の案件は大方却下の方向が強まっている。上・下限幅が圧縮した新自動枠

を外れたケースに関しても、実績報告の徴収など各運輸局の指導・調査が進んでいる。一

方で、福祉割引の拡大といった制度改正も視野。規制強化を軸としながら、地域一体で、

公共性の高い取り組みを支援する運用を展開する。

福祉割引拡大など、制度改正も視野

道路運送法の運賃認可基準の改正と新しい「運賃処理方針通達Jに基づき、厳格な審査

を直接受けるのは、昨年 10月の新法施行前のうち期限付き認可分。 11月に大阪の一部の

個人タクシーに低額の継続を認めない判断が出されたが、法人タクシーの案件をめぐって

は運転者人件費の査定が焦点となり、全国で運輸局の処理が先送り状態となっている。

特に下限割れを多く抱える近畿運輸局では期限満了後も、結論が出るまでの問、特例的

に各社に営業を認めている。特に下限割れを多く抱える近畿運輸局では期限満了後も、結

論が出るまでの問、特例的に各社に営業を認めている。先の個人タクシー案件の処分のケ

ースで延長、却下(査定額への値上げ要請)の二通りの結果が出たが、法人の場合は各社

間で需要量などに大きな差異は見られないとの観測も。個別審査ながら、不当競争防止の

観点からも大半の事案者に同様の結論が導かれそう。

下限割れの主勢力はワンコイング、ループとエムケイグ、ループ。ともに却下となれば提訴

する構え。国交省では、過度な値下げか、妥当な商品価格なのか悩ましさを抱えながら、

本訴での係争や仮処分命令なども想定した作業の詰めの段階に差しかかっているとされる。

全国最安値で知られる徳島の金比羅タクシーが、時間外労働など労働基準法違反に問わ

れた事件も発生している。下限割れなど低運賃問題はこのところ各地で再燃している。労

働団体のハイタクフォーラムは昨年 12月、期限更新申請の却下を国交省の三日月大造政務

官に要請。 2月 6日の全国ハイヤー・タクシ一連合会(全国乗用自動車連合会)の常任理

事会でも厳正な法運用を求める意見が強く出された。

国交省が柔軟に構えるのは「運賃制度通達jの取り扱いだ。新法施行時に処理方針との

整合のため「大口Jr主催旅行jなど割引メニューの例示を削除、遠距離割引も r5 000 
円以上j を明確化するなどの修正措置を講じた。

このため従前の多様化路線は後退しつつも、特定地域協議会の「地域計画jの策定に際

し、多種のアイデアが打ち出されていることや、地球環境・エコカー、福祉・介護、観光

などの視点で公共交通システムづくりを自治体が主導する場面も目立ってきており、可能

な限り規制・財政面で後押しする考えだ。

供給過剰「打開の糸口、協議会でJ京乗協・新春の集い、牧村会長が強調
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京乗協(牧村史朗会長)は 14日、京都ホテルオークラで新春の集いを聞き、新年の出発

を期した。

牧村会長は、タクシー特措法下で特定地域に指定された f京都市域Jの供給過剰状態の

是正について「地域協の運営に積極的に関与し現状打開の糸口を見いだしたしリと決意を

示した。

年頭あいさつで牧村会長は「タクシ一新法が成立・施行され京都市域も特定地域指定を

受け、 11月末に 1回目を開催した。タクシー業界の根本問題は供給過剰にある。協議会の

運営に積極的に関与して議論を深め、現状打開の糸口を見出し、協議会の工程表を完成さ

せなければならなしリと強調。さらに「直面する諸課題にカを合わせて取り組み、事業の

適正化、活性化を図りたしリと意欲を示した。

来賓の原正明局長は「タクシー業界は非常に厳しい状況にあると理解している。特に昨年

の新型インフルエンザ発生では、京都業界ではパニック的なキャンセルも相次ぎ、営業収

入が3---4割減少したと聞いているJとするとともに「昨年はタク新法成立など行政にと

っては画期的な年だ、ったが、今年は行政としても新法に基づくタクシーの公共交通機能回

復に向け、中身の濃い地域計画策定にカを入れたい。痛みを伴う側面もあるが、事業者一

人一人の協力が必要だJと、早期の地域計画策定に向けた協力を要請した。桐原正明京都

運輸支局長の乾杯の音頭で、歓談に移った。

新年会では、先に新加入した京都宝交通(西田明弘社長)、愛都交通(河窪幸二社長)、

光交通(昌原甲珪社長)、関西学研都市交通(吉村司社長)の 4社を紹介。安居早首副会長

のあいさつで閉会した。

規制緩和「過当競争招いた主因J安部誠治聞大教授が講演=京乗協「新春の集いj

講演後の質疑で「現状で京都のタクシーが悪くなったとし、う、印象はない。規制緩和が

主因だとの指摘があったが、自由化がなされないまま現状の経済情勢を迎えた場合、もっ

と酷い状況になっているはずJ(結城博エムケイ顧問)との意見が出たのに対し、安部氏は

「規制緩和がすべてではないが、過当競争を招いた主因だJとした。

講演要旨は次の通り。タクシー特措法は活性化や待遇改善を保証するものではない。タ

クシー事業だけなぜ救済するのか、運賃が安くて何が悪いのかなど利用者の視点からの不

満に対し、事業者自らが積極的に説明を行う必要もある。現状の問題点は台数と運賃の二

つ。台数は事業者主体、運賃は行政が主体となる形。特定地域協議会で策定される特定事

業計画にグ減車実施グが盛り込まれるかが鍵となる。今年一年は業界の将来を決める正念

場になる。

利用者はタクシーに対し価格を重視する側面がある。顧客満足度調査では①基本要件と

して安全と安心②必要条件として運賃水準、接客サービス、到達時間、快適性③快適性に

事業者間の大きな差違はなく、到達時間は道路状況などの外的な要因が主となる。タクシ

ーの満足度はドライパーの資質に大きく依存する。

需要の低下、規制綬和を契機とした台数増、運賃競争の激化は、原価の大部分を占める

人件費の圧縮につながり、運転者のモラルハザードが懸念、される。
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ー「マニフェストJに向けての私(門ゅうすけ)の考えーより抜粋

・国政に続き、今度は京都府政を変えよう

この問、多くの府民の方々や、 200数十人の経済界、医療・介護界、自治体の首長と直

接懇談し、暮らしと地域が深刻であることを痛感。京都府民は、格差と貧困の拡大・ふる

さとを接してきた「構造改革路線Jからの転換を求めており、府政転換のため府民のみな

さんと行動したい。

0小泉「構造改革J 規制緩和に「同感』、という立場の府政運営は転換を。

現府政は、

-府立洛東病院の廃止は全国の自治体病院つぶしの先鞭

・市町村合併を押しつけ、地方の深刻な疲弊を招いた

・保健所や土木事務所の再編・統廃合

・府政リストラで非正規雇用を増やし官製ワーキングプアを広げてきた

。私の府政を行う立場と考え・現時点での政策案

一人一人が大切にされその能力を最大限に発揮できる社会が、個人にとっても社会にと

っても最良である、という立場で政策をつくる。

今後、新しくできた民主党を中心とする政権の動向を見定め、各地域・各分野でのシン

ポジウムや懇談などを通じ、さらに精密なものに仕上げる。その政策を、府民のみなさん

と基礎自治体である京都府内の市町村といっしょに実行していく。

(1) 京都府政が行ってきた従来の「構造改革路線J=規制緩和を転換し、ひと・いのちが

大切にされる京都府政をつくる。

(2) 雇用を守り、京都経済の主役である中小企業・地場産業・農林漁業を支援することで、

地域経済再生をすすめる京都府政をつくる。

(3) 京都と日本の将来をになう子どもの成長を保障する京都府政をつくる

鴎 …・53才京都町区在住京大同卒業京都協立概(綾
部)、田中診療所所長、第2中央病院副院長などを歴任。現在、信和会京都
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